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1. 本研究の目的本研究の目的本研究の目的本研究の目的 

本論文では、国際的な問題である「人身売買」が、複合的な要因によって現在もなお横行し

ているカンボジアにおいて、子どもの権利基盤型アプローチ(以下、CRBA)のもと、人身売買

を防止する活動に注目した。その中でも、権利保有者である子どもではなく、責務履行者であ

るおとなに対するエンパワーメントを重点的に行う支援が、権利保有者をより一層エンパワー

するのではないかという仮説に基づき、実際に CRBA によるプロジェクトを実施する際の方

法論を問うことにした。人身売買を防止するために責務履行者へのエンパワーメントに取り組

む例として、カンボジアの中でも子どもの物乞いが地域全体の問題となっているスヴァイリエ

ン州コンポンロー郡タナオコミューン(以下、タナオ)におけるプロジェクトを事例研究として

選択した。本論文では、同プロジェクトを評価することを主眼とし、コミュニティーベースで

CRBA に基づくプロジェクトを行うことの有効点と課題点を明らかにする。さらに、この事例

をふまえて、仮説についても可能な限度で検証を行うことを目的とした。 

2. 論文構成論文構成論文構成論文構成 

 本論文は次のような構成で進めていく。まず、序章において、人身売買の国際的現状と取り

組み、本論文の仮説と方法論を明らかにする。第 1 章では、子どもの権利とは何か、CRBA が

できるまでの流れ、CRBA の定義と特徴を詳細に示す。その上で、CRBA がどのように実際の

プロジェクトに取り入れられるか論じる。第 2 章では、カンボジアの人身売買の現状を明示す

るとともに、カンボジアで人身売買が発生する要因について、7 つの観点から明らかにする。

さらに、カンボジア政府や NGO がどのような取り組みを実施しているかを取り上げる。第 3

章では、CRBA のもと、タナオコミューンで、子どもの人身売買防止活動を行っている団体「国

際子ども権利センター(以下、シーライツ)」の権利保有者・責務履行者に対する取り組みを詳

細に紹介し、この取り組みにおける効果をスタッフの聞き取り調査を中心に明らかにする。そ

して、終章では、タナオにおけるプロジェクトの評価とそれを通じた仮説の再検討、CRBA に

基づいた人身売買の防止活動の有効点と課題点を明らかにする。 

3. 結論結論結論結論 

本論文で取り上げた事例研究の主な有効点は、コミュニティーベースで行うことによって、

住民との信頼関係を強固に構築できる点、その地域における最善の解決方法を見出すことがで

きる点、子ども・おとなともに、特に脆弱な立場の人々が参加できる場ができ、地域住民同士

の関係性が構築された点であり、評価に値する。一方、行政への取り組みが不足している点、

カンボジア全体へのアドボカシー活動に発展させることが難しい点は、今後の課題である。 

事例研究を通じて、子どもだけでなく、責務履行者である親、地域住民、学校・教師に対す

る重点的な取り組みが、子どもの権利を実現するために非常に重要な要素であることを垣間見

ることができた。このように、子どもへの啓発活動ではなく、子どもの権利を実現する責務を

負う地域住民への活動を重点的に実施し、地域社会全体の変革を図る取り組みは、子どものよ

り一層のエンパワーメントに繋がる有効な方法であると言える。最終的に、現段階ではプロジ

ェクトが終了していないため、仮説を新たな説として実証することはできない。しかし、部分

的には仮説を実証する事例となりつつあるため、今後も責務履行者への取り組みを重点的に行



うとともに、権利保有者への取り組みを実施し続けることで、将来的に仮説を証明する事例の

1 つになりうると考えられる。 
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